
施設の維持管
理等に要する
すべての経費

管理原価に算
入しない経費
（土地購入費、臨時的
経費）

最終的な公費負担分

管理原価に算
入する経費
（人にかかるコスト＋
物にかかるコスト）

受益者負担割
合により公費
負担する分

受益者負担割
合に応じ使用
料で賄われる
べき分

◆入場料方式の場合
（入浴施設、市民プール、美術館等）

入場者数で按分→１人当たり使用料

◆会場の占用使用の場合
（会議室、体育館等）

面積で按分→１室当たり使用料

※ 現行使用料との乖離により激変
緩和措置を講ずる（１．５倍を目安）

使用料算定方法のイメージ
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